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論文審査の結果の要旨 

1．本論文の目的 

 本論文の目的は、欧州人権条約及び自由権規約における場所的適用範囲及び時間的適用範囲に関し、その主要な

解釈問題を検討するものであり、そのため、主に先行研究と、欧州人権裁判所及び自由権規約委員会の実行の検討

を通じて、より適切な理論を構築し、その実践的妥当性を示すことにある。 

 

２．本論文の構成と概要 

 本論文は序章、３部構成の８つの章及び終章からなる。序章は、本論文の目的と対象、論点の提示や分析方法を

述べる。第１部「人権条約の場所的適用範囲」では、まず、第１章「人権条約における管轄概念―総論」において、

管轄概念は、国家管轄概念とは異なる意味をもち、人権条約の解釈適用において独自の役割・機能を果たし、また

果たすべきものであるとする。第２章「欧州人権条約の場所的適用範囲」と第３章「自由権規約の場所的適用範囲」

は、それぞれの履行監視機関の管轄概念の把握の仕方を検証する。その結果、両機関とも、場所支配と個人支配の

２類型に分けて「管轄」を解釈しているものの、特に個人支配の面で、両機関の理解は対照的であるという。すなわ

ち、実体的権利義務の性格をどの程度まで「管轄」解釈に組み込むかについて、自由権規約委員会は権利義務依存

的な検討方法を採用してきており、これは、規約第２条１項における「管轄」と規約上の実体的権利義務とを融合

させようとするものと理解することができる。これに対して、欧州人権裁判所は、そのような「管轄」解釈を一度は

否定したものの、その後の実行には義務の性格に照らして「管轄」を検討したと評価できるものがあり、さらに調

査義務に関する諸事例は、同義務の履行に関連する事情や法的要素に基づいて「管轄」を認めている。従って、少な

くとも調査義務を含む一部の規定において、自由権規約委員会の場合と同様に、「管轄」解釈と権利義務解釈の融

合がみられるという。 

 第４章「学説」では、以上のような実行の分析を踏まえて、先行学説を整理し、その問題点を指摘する。そして、

第５章「積極的義務の適用理論の構築」では、その問題点を克服するべく、筆者独自の理論構築を試みる。それによ

れば、①学説では、履行能力説（国家は義務を履行できる場合には当該義務を負うとするもの）が主張され、さら

に、消極的義務と積極的義務とでは適用範囲が異なることを説く義務二分論もみられるが、しかしながら、②作為

義務である積極的義務の適用基準として履行能力を用いるのは妥当ではなく、履行能力説は義務履行国の限定の困

難性及び不適切な義務逃れの発生という問題を生じさせる。そのため、③義務履行国としての相応性を２つの要素

から評価する「相応性モデル」が適切であるとして、これを提示する。すなわち、それは、「管轄」が発生する事由

を、主として法制度により確認される保障者的地位と、権利義務の保護法益侵害を生じさせる先行行為の存在とい

う２類型に分け、そのいずれかの存在をもって領域外適用を認めるものである。そして、④この理論自体は実行と

は離れた理想的な解釈方法にすぎないが、当該理論が依拠する権利義務依存的な「管轄」解釈（性質説）は、他の説

（一般的基準説）よりも妥当な結論を導くという理論的根拠をもつとともに、⑤特定の裁判例（欧州人権裁判所ギ

ュゼルユルトゥルほか対キプロス及びトルコ事件判決等）が性質説の実証的根拠となる、という。 

 第２部「人権条約の時間的適用範囲」では、条約発効以前の事態に対する条約上の義務に関し、欧州人権条約と

自由権規約の実行の解釈とその理論的分析がなされる。主な作業は、調査義務を代表とする手続的義務の性格が条



 

約の時間的適用範囲を確定する際にもつ役割と、場所的適用理論との比較にある。第６章「欧州人権条約における

手続的義務の時間的適用範囲」と、第７章「自由権規約における積極的義務の時間的適用範囲」においては、それぞ

れ欧州人権条約及び自由権規約の履行監視機関の実行が分析される。それによれば、欧州人権裁判所においては、

手続的義務が恣意的殺害の禁止といった実体的義務と分離されるとともに、一定の事情の存在を前提に、手続的義

務の適用を通じて被害者救済に及ぶことがありうることを示唆する事例が存在する。ただし、遡及効を生じさせる

ことについての理論的説明は十分ではないという。他方、自由権規約委員会は、被害者への補償や謝罪からなる実

体的救済が、規約発効前の侵害的行為に対しても適用されうることを示唆する事例があるものの、このような実行

が定着するかどうかは不明確であるとし、ただ、発効前の侵害的事態から調査義務が生じうることを委員会は認め

ており、この点で欧州人権裁判所と同一歩調をとっていることが示される。 

 第３部「場所的適用理論への統合」においては、時間的適用における過去への義務の延長を導く論理が、場所的

適用理論に与える影響を明らかにし、もって「管轄」解釈における性質説の妥当範囲が示される。すなわち、第８章

「相応性モデルの実践的妥当性」では、両適用理論はいずれも権利義務依存的な解釈方法を採用しているという意

味で、適用範囲の検討方法において構造上の類似性を有することが示される。加えて、法の不遡及という原則を、

権利の重要性やその社会的評価に基づいて克服せんとする時間的適用理論の発展に照らすと、場所的適用において

も類似の解釈が成立しうることが示唆される。以上の成果を踏まえて、「管轄」解釈において性質説が妥当すると

いう前提の下に履行監視機関の実行が再整理されるとともに、これと「相応性モデル」との共通点および相違点が

示された。 

 

３．本論文の評価 

 本論文は、次のように評価することができる。第１に、筆者は、課題に関係する実行や学説などを，最近のものを

含めて広く渉猟し、それを十分に咀嚼した上で、これを整理し分析している。その調査の能力と努力は、研究者と

して必要とされる資質を有することを十分に示している。また、その論理展開において論理の飛躍などはみられず、

論理的整合性を有する。第２に、本論文は、従来の学説とは異なる独自の理論（「相応性モデル」）を提示している

こと、及び場所的適用範囲と時間的適用に関する理論の統合の可能性を示していることから、高いオリジナリティ

を有し、学問的価値も高いものと評価することができる。 

 以上のように、本論文は、高いオリジナリティと学問的価値、論理的整合性などを有し、審査委員は、全員一致

で、本論文が博士（法学）の学位授与に値するものと認める。なお、本論文については、論文剽窃チェックソフト

（iThenticate）により、剽窃がないことを確認している。 

 


